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１ 開催日時 

  令和６年３月７日（木）午後１時３０分から 

 

２ 会場 

  西多摩保健所 講堂 

 

３ 西多摩地域保健医療協議会委員名簿 

氏  名 役  職  名 備 考 

進藤 幸雄 一般社団法人西多摩医師会会長  

進藤  晃 一般社団法人西多摩医師会副会長  

古川 朋靖 一般社団法人西多摩医師会副会長  

麻沼  惠 一般社団法人東京都西多摩歯科医師会会長  

田中 三広 一般社団法人西多摩薬剤師会会長  

大友 建一郎 市立青梅総合医療センター院長  

吉田 英彰 公立福生病院院長  

根東 義明 公立阿伎留医療センター院長  

室  愛子 医療法人財団岩尾会東京海道病院院長  

渡辺 裕治 公募委員  

渋谷  清 公募委員  

秋間 利郎 公募委員  

並木  茂 西多摩食品衛生協会会長  

向原 周二 にしたま環境衛生協会会長  

後藤 克巳 青梅労働基準監督署長  

私市 恵 
東京都訪問看護ステーション協会青梅支部長 
（たんぽぽ訪問看護リハビリステーション管理者）  

小松 丈博 
西多摩保健所特定給食協議会会長 
（大聖病院事務長）  

大野 順子 東京家政大学健康科学部看護学科准教授  

松月 弘恵 日本女子大学家政学部食物学科教授  

森山 葉子 
国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部 

上席主任研究官 
 

板寺 正行 社会福祉法人福生市社会福祉協議会会長  

師岡 宏文 西多摩郡民生児童委員協議会会長  

鎌田 博志 青梅市立第一小学校校長  

清水 大史 羽村市立羽村第二中学校校長  

福田 託也 警視庁青梅警察署長  

茂木 猛 東京消防庁青梅消防署長  

増田 博司 青梅市健康福祉部長  

瀬谷 次子 福生市福祉保健部参事  

野村 由紀子 羽村市福祉健康部長  

山田 参生 あきる野市健康福祉部長  
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福島 由子 瑞穂町福祉部長  

小澤 智 日の出町いきいき健康課長  

大谷 末美 檜原村福祉けんこう課長  

大串 清文 奥多摩町福祉保健課長  

渡部 裕之 西多摩保健所長  

 合 計 ３５名  

（敬称略） 

４ 欠席委員 

  進藤晃委員、大友委員、根東委員、並木委員、向原委員、後藤委員、松月委員、板寺委

員、師岡委員、清水委員、増田委員、山田委員、大谷委員 

 

５ 代理出席者 

  警視庁青梅警察署 久保生活安全課長（福田委員代理） 

  奥多摩町 金丸課長補佐兼健康係長（大串委員代理） 

 

６ 出席職員 

  渡部所長、多田副所長、早田地域保健推進担当課長、清水生活環境安全課長 

 

７ 議 事 

地域保健医療推進プラン（令和６年度～令和11年度）の素案について 
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令和５年度第２回西多摩地域保健医療協議会 

令和６年３月７日 

開会：午後１時３０分 

 

【多田副所長】  お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただいまから令和５年

度第２回西多摩地域保健医療協議会を開会いたします。皆様には、お忙しい中御出席いただ

きまして、誠にありがとうございます。私は、西多摩保健所副所長の多田と申します。議事

に入るまでの間、進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、着座にて進めさせていただきます。  

 最初に、会議の公開について御説明いたします。本協議会の会議及び会議録等につきまし

ては、お手元にあります参考資料１、地域保健医療協議会設置要綱第１３に基づき、公開と

させていただいています。会議録は、録音を基に内容を確認し、後日、発言者名を含む全文

を保健所ホームページで公表いたします。委員の皆様方におかれましては、あらかじめ御了

承ください。なお、会議の傍聴については、事前に保健所ホームページで告知し、希望者を

募りましたが、申込みはありませんでした。 

 続きまして、会議資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、事前送付させていた

だきました資料１と２－１、２－２、それから、机上に置かせていただきました資料３にな

ります。資料の不足などございましたら、適時挙手いただければ、事務局職員がお伺いいた

します。なお、本日机上に配付させていただいています地域保健医療推進プランの冊子は閲

覧用になりますので、この場で御覧いただき、お持ち帰りになりたい方は、本会終了後、事

務局職員にお申しつけください。 

 それでは、開会に当たりまして、保健所長の渡部から御挨拶申し上げます。 

【渡部保健所長】  西多摩保健所長の渡部でございます。本日はお忙しいところ、今年度

第２回の西多摩地域保健医療協議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

本協議会は、西多摩圏域の地域保健医療の総合的な推進のため、地域保健医療推進プランを

御検討いただく場となっております。今年度は、来年度からの６年間の新プランの策定年度

に当たり、昨年１０月の第１回協議会で骨子案をお示しさせていただき、本日は素案の形で、

皆様に事前送付させていただきました。まだまだ未完の状態でございますけれども、この機

会に、保健医療福祉に関わる委員の皆様から忌憚のない御意見をいただければ幸いに存じ

ます。 
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 また、報道等で既に御存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、西多摩保健所を含

む都の保健所は来年度組織改正を行い、本協議会の事務局は、現在の企画調整課から４月に

新たに設置される市町村連携課に移ります。この組織改正は、これまでの新型コロナウイル

ス感染症の経験や、昨年８月に出されました都保健所の在り方検討会報告書を踏まえ、今後

の都保健所の体制、機能強化を図る上で、市町村と関係機関との連携強化が重要であるとの

考えに基づき実施されるものでございます。今後より一層この市町村連携課を中心に、圏域

の市町村及び関係機関の皆様との連携を深め、顔の見える関係づくりを進めていきたいと

考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の協議会が西多摩圏域の地域保健医療の総合的な推進に資する、実りの多

い会議になることをお願いいたしまして、私の御挨拶とさせていただきます。本日はよろし

くお願いいたします。 

【多田副所長】  次に、委員の御紹介に移ります。本来であればこの場で委員の皆様を御

紹介させていただくところですが、会議運営の都合上、お手元の資料１の委員名簿を御覧い

ただき、御紹介に代えさせていただきます。また、本日代理出席の方は、青梅警察署長福田

委員の代理で久保生活安全課長、奥多摩町大串委員の代理で金丸課長補佐兼健康係長に御

出席いただいております。座席表にお名前を記載させていただきましたので、誤り等があり

ましたら、お申し出ください。 

 なお、西多摩医師会の進藤晃委員、市立青梅総合医療センターの大友委員、にしたま環境

衛生協会の向原委員、青梅労働基準監督署の後藤委員、日本女子大学家政学部の松月委員、

福生市社会福祉協議会の板寺委員、西多摩郡民生児童委員協議会の師岡委員、羽村第二中学

校の清水委員、青梅市の増田委員、あきる野市の山田委員、檜原村の大谷委員につきまして

は、本日御欠席の連絡をいただいております。 

 それでは、これより議事に入ります。以降は進藤幸雄会長に進めていただきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

【進藤（幸）会長】  西多摩医師会の進藤でございます。本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、早速これより議事に入りたいと思います。まずは資料２の地域保健医療推進プ

ラン（令和６年～１１年度）素案について、事務局から御説明をお願いいたします。 

【多田副所長】  それでは、推進プランの素案について御説明いたします。第１部総論で

は、西多摩保健医療圏の概要を示すデータを時点更新しております。第２部各論は、事業ご
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と、事項ごとに、現状・課題・今後の取組の３つの視点で更新していますが、書き漏れがな

いように、現時点では文字数を制限しておりません。本日、委員の皆様からいただいた御意

見を踏まえて検討し修正していく中で、文字数、分量等含め、内容を精査していきたいと考

えております。特に、後ほど御説明いたします第３章第１節の健康危機管理と、第２節の感

染症対策は新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえた記載を考えておりますので、御意

見をいただきたく、よろしくお願いいたします。 

 また、本日机上に配付した資料３は、今後策定する新プランと現行プランとの重点プラン

と指標を比較できるように作成いたしましたので、併せて御覧ください。なお、推進プラン

の第３部資料編につきましては、現在作業中で、本日はお示ししておりません。 

 時間の関係から、第１部の総論につきましては説明を省略させていただきますが、何かあ

りましたら、後ほどの質疑応答で、御意見、御質問などをいただければと思います。第２部

の各論につきましては、一気に説明して御意見、御質問をいただくには分量が多いことから、

章を基本に、３つのパートに分けて御説明したいと思います。それでは、内容の説明に入り

ます。 

 お手元の資料２－２、第２部各論の、目次の後の１ページからになります。第１章、保健

医療体制の確保についてです。こちらはまず生活習慣病対策についてですが、大きく２つに

分けて記載いたしました。２ページを御覧いただきますと、（１）として、生涯を通じた幅

広い世代の健康づくりのため、ライフステージ別、年齢別対策の必要性を記載しております。

（２）では、生活習慣病予防のためには、特定健診受診率の向上が重要であり、その取組等

を記載いたしました。重点プランと指標は現行プランと変更ありません。 

 １ページ目の図表ですけれども、来年度からの東京都健康推進プラン２１（第三次）の案

からの転載となっておりまして、こちらが改定されれば、それに合わせて差し替えを行いま

す。なお、このパートにつきまして、本日御欠席のあきる野市山田委員から、（１）ライフ

ステージ別対策につきまして、乳幼児期、就学期と壮年期との間に、若年層に係る記述が必

要ではないかとの御意見をいただいておりますので、若年層につきましても加筆修正する

方向で検討してまいります。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。こちらは、がん対策になります。令和６年３

月改定予定の東京都がん対策推進計画（第三次改定）に基づき、がん検診を含むがん予防と

がん医療、また、がんとの共生の３つに分けて記載しております。１点目のがん予防につき

ましては、５ページから７ページにかけてになります。たばこ対策と子宮頸がん予防、がん
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検診の受診率向上の取組等について記載しております。２点目のがん医療、こちらは９ペー

ジになりますが、拠点病院を中心とした医療提供体制整備、がんと診断されたときからの切

れ目のない緩和ケアの提供体制整備について記載しております。３点目のがんとの共生、こ

ちらは１３ページになります。ここでは、がん患者や家族などのがんと向き合う人々が、が

んとともに安心して生活できる環境整備について記載しております。なお、重点プランと指

標は現行プランと変更ありません。 

【清水課長】  続きまして、１５ページ目を御覧ください。食を通した健康づくりでござ

います。健康づくりには栄養・食生活が大変重要となってくるわけですけれども、現状にも

書かせていただいたとおり、各種の調査の結果では、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事

を１日３回とか、またはその食事摂取目標量をクリアしながら食べるという方が多くなら

ないというところもあり、また、そういった食生活を改善しようという意識についてもなか

なか同意が得られないところが現状としてございます。 

 新プランではこの取組に関して２つに分けて書いています。１点目に関しましての情報

発信の充実では、地域住民に対して必要な情報を確実に届け、実践につながるよう、市町村

及び関係団体と連携した取組を継続していき、２点目の食環境の整備では、バランスのよい

食事によって健康づくりが可能となるような環境づくりを推進することを記載しておりま

す。重点プランにつきましては、健康づくりのための情報発信と食環境整備、指標につきま

しては、野菜・食塩摂取に関する情報提供に取り組む給食施設の割合と、管理栄養士・栄養

士を配置する施設の割合とさせていただきました。 

【早田課長】  続きまして、心の健康づくりについて御説明いたします。１７ページから

１９ページを御覧ください。各世代における心の健康について整理させていただいており

ます。特に、生活習慣の一環として、心の健康づくり対策及び自殺対策において、啓発と相

談体制についての充実について目標を上げさせていただいております。また、この項目では

西多摩圏域の飲酒に関わる背景について記載させていただきましたが、このことにつきま

しては、本日御欠席の増田委員より、酒蔵が悪いというイメージにつながるのではないかと

の御意見をいただきました。そこで、厚生労働省ホームページより、アルコール健康障害対

策基本法第１条の文を参考に、記載を修正させていただきたいと考えております。 

 次に、自殺対策ですが、重点プランとしては現行のプランと変更はございません。指標に

関しましては、令和元年度以降上昇している自殺死亡率を下げるといたしました。また、本

日御欠席の山田委員より、心の健康づくりの中に、（１）心の健康づくりと（２）自殺対策
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があるが、自殺対策を第１章第１節の５としてもよいのではないかとの御意見をいただき

ましたが、現行プランの項目立てを継承させていただきたいと考えております。なお、１７

ページに引用資料の記載がございますが、最終プランでは本文内ではなく、各項目の文章の

最後に記載させていただきたいと考えております。 

【多田副所長】  続きまして、２５ページになります。こちらから第２節、切れ目のない

保健医療体制になります。この節では、５疾病・６事業のうち、西多摩圏域の医療体制整備

で、関係の深い分野における主要課題を中心に記載しております。疾病別医療連携につきま

して、１点目は循環器病対策として、脳卒中と心血管疾患について、２点目は糖尿病対策に

ついて記載しています。国や都の動き、圏域の医療資源の状況を記載するとともに、西多摩

医師会の御協力の下実施している脳卒中医療連携推進事業、糖尿病医療連携推進事業につ

きまして、取組内容を具体的に記載しております。 

 続きまして、２８ページをお願いいたします。事業別医療連携につきまして、救急医療、

周産期医療、小児医療、へき地医療について、都や圏域の医療資源の状況を記載しておりま

す。３０ページをお願いします。こちらでは、令和６年４月から始まる医師の働き方改革に

ついて記載するとともに、地域において必要な医療体制の維持・確保が必要であることを記

載しております。重点プランと指標につきましては、現行プランと同様、圏域の取組として、

脳卒中及び糖尿病医療連携推進事業の充実を掲げております。 

【早田課長】  続きまして、在宅療養者への支援について御説明いたします。３１ページ

から３３ページを御覧ください。在宅療養者への支援について、西多摩圏域では医療資源が

少ないため、圏域全体で支える地域包括ケアシステム構築に向けた多職種連携が必要であ

ること、そのための体制づくりも含め、西多摩医師会をはじめ、圏域各機関のメンバーで構

成される在宅療養ワーキンググループでの検討について記載いたしました。また、次の項目

では、在宅療養を希望する住民が安心して在宅療養できるための知識や情報提供を進める

必要性について記載し、ＡＣＰやエンディングノートについても触れました。重点プランは

現行プランと変更はございませんが、指標は多職種連携会議等の開催状況とし、より具体的

な記載に改めております。３２ページの表につきましては、在宅療養支援に関わる関係機関

の表を記載しております。空欄の部分につきましては、最新のデータが確認でき次第記載す

る予定となっております。 

【多田副所長】  続きまして、３５ページをお願いいたします。第４節、医療安全対策に

ついてです。この節では、保健所に設置している医療安全支援センターの取組と、都及び保
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健所の医療安全確保に関する取組について記載しております。重点プラン及び指標につい

ては、現行プランと同様、医療安全支援センター事業の充実を掲げております。 

 続きまして、３７ページになります。第５節、歯と口腔の健康づくりです。この節では、

ライフコースに沿った歯と口腔の健康づくりを進めるため、ライフステージを通じた歯科

保健対策の推進と、障害者施設利用者、在宅療養患者等への支援の充実に向けた取組を記載

しております。ライフステージごとの歯や口腔の特徴を現状や課題として記載しているほ

か、都や圏域における障害者施設での歯科検診の実施状況や、障害者に対応する歯科医院の

状況について記載しております。重点プラン及び指標は、現行プランの重点プラン及び指標

がいずれもほぼ順調、達成となったことを踏まえ、次期プランより新しいものを据えており

ます。 

 第１章の説明は以上となりますので、ここで一旦区切りとして、質疑をお願いいたします。 

【進藤（幸）会長】  ありがとうございます。それでは、第２部各論第１章について御質

問、または御意見がある方は挙手をお願いします。なかなかこれだけの量を一気に説明して

把握するのも大変だとは思うんですけれども、それぞれのお立場から見てどうでしょうか。

何か関係のありそうなところで御意見等はございますでしょうか。 

 それでは、最初の第１章第１節の、生活習慣病対策の１ページで東京都健康推進プラン２

１というのが示されておりますが、いわゆる健康寿命の延伸に関して、もちろん生活習慣病

対策というのがとても大切だと思うんですけれども、この表で見ると区分２というのが生

活習慣病かと思うんですが、区分３に心の健康と体の健康と書いてあるんですけれども、こ

ちらがいわゆるフレイルのことを言っているのかなと思うんですが、フレイルだとすると、

心の健康と体の健康と、あとフレイルで一番大切なのは社会活動への参加とか、社会的活動

とかということがフレイルの３要素になっていると思うんですけれども、どういうふうに

入れていいのか分からないんですけれども、健康寿命の延伸とか、そういったことを目指す

のであれば、フレイルの概念というのを少し入れていってもいいのかなと思いました。 

【多田副所長】  御質問ありがとうございます。この健康推進プラン２１の図の中では、

下のほうに社会とのつながりというのが据えられていまして、これと区分３との関係につ

いては、確認させていただきたいと思います。また、こちらの計画の本文については、次の

ページの（１）ライフステージ別の壮年期のところでフレイル予防というところで、就労や

余暇活動・ボランティアなどの社会参加による取組というところで一応触れてはおります。 

【進藤（幸）会長】  分かりました。なかなか一気に全部は把握できないものですから。
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すみません。 

 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。 

 麻沼先生、お願いします。 

【麻沼副会長】  第５節の歯と口腔の健康づくりのところでございますが、今現状では学

童においてう蝕経験率が都の平均に比べると非常に悪くて、西多摩の自治体がワーストフ

ァイブの中に４つぐらい入っているんです。歯科医師会としてもこれを何とかしなくちゃ

いけないということで今検討していまして、一つのやり方として、学校におけるフッ素洗口

ということを考えております。すぐに実現できるかどうかというのは難しいところですけ

れども、今後う蝕罹患率を少なくするためにはフッ素洗口というのは非常に有効な手段で

ございますので、この辺を文言として入れていただくと我々もそちらのほうで動きやすい

というか、事業を展開しやすいということもありますので、その辺を御検討いただければあ

りがたいと思います。 

 以上です。 

【多田副所長】  今の御意見は学童対象に学校で行うフッ素洗口ということになります

ので、実施主体である各市町村の教育委員会との調整も含め、歯科医師会とも御相談しなが

ら、どこまで記述が可能か、今後御相談させていただきたいと思います。 

【麻沼副会長】  よろしくお願いします。 

【進藤（幸）会長】  そのほか、いかがでしょうか。 

【茂木委員】  消防署です。いつもお世話になっております。 

 ３０ページのところにある♯８０００という、子供の健康相談室というのは厚生労働省

のほうのホームページにある相談室かと思うんですけれども、こちらのほうの利用状況だ

とか、利用者の皆様の感想だとかというのは、何か情報は入っているでしょうか。消防署と

の連携というところで、３０ページの（２）のところに救急医療の適正受診の推進というと

ころがあったんですけれども、その中で、当庁のほうで♯７１１９という救急相談をやって

いるんですけれども、その中で救急車の適正利用等をお願いしているところなんですが、こ

の中の子供の健康相談室で、♯８０００というんですかね、こちらのほうの利用状況である

とかの情報は入っているんでしょうか。一緒に小走りしていく必要があるのかなと思いま

して、そういう観点から質問させていただきました。 

【多田副所長】  申し訳ありません、今手元にデータを持ち合わせていませんので、また

確認の上御連絡させていただきます。 
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【進藤（幸）会長】  大野委員、お願いします。 

【大野委員】  東京家政大学の大野と申します。 

 １５ページから１６ページの主食・主菜・副菜の組合せの食事のところで、指標を見ます

と、野菜・食塩摂取に関する情報提供に取り組む、給食施設の割合を増やす、管理栄養士・

栄養士を配置している施設の割合を増やすとありますけれども、特別区のほうで、足立区で

すけれども、外食産業に働きかけて、お総菜にすごくお野菜を使うということを各業者さん

に働きかけて改善されたというようなデータもありますので、何か施設とか、給食施設の割

合だけではなくて、お考えというかはございますでしょうか。 

【清水課長】  例えばこちらの記述にもありますとおり、野菜摂取量の増に向けては、現

行プランでは野菜メニュー店を募集して、メニューで１食１２０グラム以上使っているお

店に御協力いただいて、展開していったところでございます。そういった形で給食施設以外

の一般の飲食店の方にも御協力いただきながら、次期プランでも、野菜メニュー店とは名前

が変わるかもしれないのですけれども、そういったお店を増やすという働きかけをしてい

きたいと思っております。 

【進藤（幸）会長】  ほかに何か御質問、御意見はございますでしょうか。 

【瀬谷委員】  福生市の瀬谷でございます。１ページの東京都推進プラン２１の、領域３

のところに女性の健康という項目があるんですけれども、重点分野で女性の健康というと

ころを私探せなかったんですけれども、このプランの中でどんな形で入っているのかなと

いうところがちょっと気になりました。 

【多田副所長】  申し訳ありません、直ちに御説明できるものがないので、また後ほど御

連絡いたします。 

【進藤（幸）会長】  その他、大丈夫でしょうか。 

 在宅医療のところで一言お伝えしたいんですけれども、何か変更してくれということで

はないんですけれども、いわゆる２０２５年問題というのが問題になっていますけれども、

外来をやっていますと２０２５年問題の、まさにそういう問題が起きてきているなという

のを最近感じているんです。やはり外来に通っている患者さんも高齢化がどんどん進んで

いまして、元気に通っていた人がだんだん虚弱になってきて、なかなか通うのが難しくなっ

てきて、ついには通えなくて御家族が代わりに薬を取りに来たりとか、それを在宅医療にス

ムーズに移行させてあげるとか、そういった取組ができていればいいんですけれども、なか

なかそういったところがうまくいっていないとその次にどうなるかというと、そういう患
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者さんがちょっと体調変化があったときに救急車を呼ぶんですね。最近私の患者さんが脳

卒中で、自分で救急車を呼ぼうとしたら１１９に３０分以上つながらなかったというよう

なことがあって、コロナが終息してきているにもかかわらず、いまだになかなか救急の事情

も厳しいというのがあって、それが、今はコロナではなくて高齢化が進んで、２０２５年問

題ということが救急医療にも影響してきていると考えています。せっかく保健所のほうで

在宅医療の推進とか、そういった取組をやっていただけるのであれば、ぜひ医師会でもその

取組をやっていきたいので、ぜひ御協力をいただきたいと思っています。一つは、そういっ

た虚弱になってきた方をなるべく円滑に在宅医療に移行するとか、今後どうしていきたい

かということの御本人の意向を聞いて、意向に沿った方向に誘導してあげるとか、最後のほ

うに書いてあるＡＣＰとか、それがすごく重要だと思っているんです。だから、ＡＣＰの市

民向けの講演であるとか、そういったことを積極的にやっていきたいと思っていますので、

ぜひ保健所として御協力いただければと思っております。 

【早田課長】  貴重な御意見をどうもありがとうございます。今後とも引き続き連携を取

らせていただきながら、在宅療養のほうを推進してまいりたいと思います。 

【進藤（幸）会長】  それでは、次に進みたいと思います。 

【麻沼副会長】  ちょっといいですか。 

【進藤（幸）会長】  はい。 

【麻沼副会長】  すみません、歯科のほうなんですけれども、３９ページの障害者歯科の

ことなんですけれども、障害者歯科の特性として、ある程度口腔ケアだとか、そういうこと

はかかりつけ医でできるんですけれども、それ以上になったとき、例えば歯を抜かなくちゃ

いけないとか、そういうときになかなか一般の歯科医院では対応し切れないということで、

そのときに紹介をしたりするんですけれども、都には東京都立心身障害者口腔保健センタ

ーというのがあるんですけれども、西多摩の地域的なところとして、そこまで行くのは非常

に大変であると。ですので、できたら西多摩というか多摩のところ、特に西多摩あたりでそ

ういうセンターみたいなのがあると非常に円滑に治療も進むし、西多摩医療圏の中で障害

者の歯科治療も完結できると考えていますので、そういうセンター的なものが今後できて

くるといいかなと。非常に助かるというか、円滑に進むので、その辺も要望として入れられ

れば入れていただきたいなと考えております。 

 以上です。 

【多田副所長】  今の点につきましては、東京都全体での障害者歯科の体制等の問題もあ
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りますので、関係部署とも協議しながら、どういうことが記述として可能かは検討していき

たいと思います。 

【麻沼副会長】  よろしくお願いします。 

【進藤（幸）会長】  よろしいですかね。 

 それでは、第２部１章が終わりまして、第２部各論の第２章の御説明を事務局からお願い

いたします。 

【早田課長】  それでは、第２章、地域包括ケアシステムの推進について御説明させてい

ただきます。 

 まず、妊娠・出産・子育て支援について御説明いたします。４３ページから４５ページを

御覧ください。妊娠から子育て期まで一体的な支援を行っていくことを記載させていただ

いております。特に、令和６年度からこども家庭センターの設置に向け、各市町村の皆様が

切れ目ない支援を推進していくことを強調し、重点プランとしております。指標としてこど

も家庭センターの設置を挙げておりますが、令和６年度には目標を達成することから、要保

護児童対策協議会におけるネットワークの充実を追加いたしました。また、本日御欠席の増

田委員より、西多摩児童相談所（仮称）について触れなくてもよいのかとの御意見をいただ

きましたので、東京都の多摩地域児童相談所配置計画では、令和１３年度に、福生市に西多

摩児童相談所（仮称）を開設する予定となっていることを追記させていただきたいと思って

おります。 

 次に、高齢者の保健福祉について御説明いたします。４７ページから４９ページを御覧く

ださい。高齢者の地域包括ケアシステムの構築を基本に、介護予防、認知症対策については

現行プランと同様に記載しております。高齢者虐待と権利擁護について加筆いたしました。

重点プランにつきましては、現行プランでは認知症対策の推進となっておりますが、介護予

防から認知症対策まで包括的に支援を進めていく必要があることから、案１としまして地

域包括ケアシステムの推進、案２といたしまして認知症対策の推進を挙げ、それぞれの場合

の指標案を提案させていただいております。御意見があればぜひ伺いたいと思っておりま

す。 

 次に、障害者の保健福祉について御説明いたします。５１ページから６１ページになりま

す。まず、１、障害児（者）への支援、５１ページになります。障害者につきましては、前

段で障害者（児）全般の状況を書かせていただき、後半で、重心、医療的ケア児、精神、難

病と記載しております。現状として、新たに高齢化の現状について加えました。 
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 続きまして、重症心身障害児（者）、医療的ケア児の療養体制の推進。５３ページを御覧

ください。令和３年に医療的ケア児支援法が制定されたことに伴い、医療的ケア児の支援に

ついて追記いたしました。東京都は医療的ケアセンターを設置、市町村でもコーディネータ

ーの配置が進んできております。今後は、医療的ケア児の協議の場の設置を目指していくこ

とを加えさせていただきました。なお、本日御欠席の増田委員より、西多摩地域に児童発達

支援センターが少ないという課題を記載しなくてもよいのかとの御意見をいただきました

ので、市町村は児童発達支援センターの設置を進めていきますという内容を記載させてい

ただきたいと考えております。 

 続きまして、５５ページ、精神障害者の地域包括ケアシステムの推進を御覧ください。精

神障害者にも対応した地域包括ケアシステムを推進していくことを目指し、長期入院の地

域移行、非自発的入院者への支援を中心に記載させていただきました。西多摩保健所ではア

ルコール依存症の相談が多いことから、本プランから依存症への対応について追記いたし

ました。重点プランといたしましては、障害者（児）、医療的ケア児の地域生活支援体制の

推進を挙げております。指標につきましては、医療的ケアコーディネーターの配置、協議の

場の設置を挙げておりますが、各市町村の状況もございますので、御意見をいただければと

思います。精神に関しましては、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム、いわゆる

「にも包括」の協議の場の設置について、各市町村の福祉計画にも記載がございますので掲

載したいと考えておりますが、こちらにつきましても御意見をいただければと思います。 

 続きまして、５９ページ、難病患者への支援でございます。令和６年４月から東京都は、

分野別難病診療拠点を指定予定であることを追加いたしました。また、保健師が活動してい

る中で把握した地域の特徴として、ＡＬＳ患者に関しては家族が介護を担う傾向があり、主

治医や家族と話し合うことに消極的であることを新たに加えさせていただきました。その

ためには意思決定支援の必要があり、地域支援者間のネットワーク形成と、支援者の人材育

成に取り組んでいきたいと考えております。 

 御説明は以上です。 

【進藤（幸）会長】  ありがとうございます。第２部各論第２章につきまして、御質問、

御意見のある方は挙手をお願いいたします。 

 地域包括ケアシステムの構築というのを目指して、２０２５年に完成をめどにというこ

とでずっと進めてまいりましたけれども、なかなか完成形というのが見えないので何が完

成というのがよく分からないですけれども、それぞれのお立場でいかがでしょうか。 
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【福島委員】  瑞穂町の福島です。 

 たくさん「市町村は」という記載がある章なので、ちょっと拝見させていただいたんです

が、今市町村のほうでも、新しい障害者の計画だったり、介護保険のほうの９期の計画なん

かもここで策定していると思いまして、多分その次の年にまた保健福祉計画なんかも立て

ていく中で、整合性がなくなってくると困るなと思いました。すぐにここが合っていないと

いうのが、分野が広域にわたっているのでお答えができないんですけれども、例えばこのあ

たりはというのをこの会議の後で少し期間をいただいて、御意見を出せるんでしょうか。 

【早田課長】  御質問ありがとうございます。もちろん、こちらの地域保健医療推進プラ

ンにつきましては、やはり市町村の皆様、関係機関の皆様の御協力というか、連携しながら

進めていかなければいけないので、保健所だけでは進められないものでございますので、ぜ

ひ、その辺の整合性ですとか、そういうところはまた御意見を頂戴できればと考えておりま

す。ありがとうございます。 

【進藤（幸）会長】  その他、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

【小澤委員】  日の出町の小澤と申します。 

 今の福島委員の関連になるかもしれませんけれども、そもそも東京都さんのほうで、各自

治体以上に、先ほど冒頭にありました健康推進プラン２１の第三次ですとか、がん対策推進

計画（第三次）ですとか、様々な計画があるかと思うんですけれども、第９期の高齢者保健

福祉計画も東京都はここで策定されるかと思うんですが、そういった、そもそも体系みたい

なものを全般で、この計画の推進プランはどこに位置づけられているのかとか、先ほどの保

健医療計画もそうですし、自殺対策総合計画とか、そういったそれぞれの計画がこの推進プ

ランの中で出てきますけれども、東京都さん自身でこのプランはどこに位置づけられてい

るのかという体系図みたいなものを最初に示していただけると非常に分かりやすいのかな

と感じたところです。 

 今の第２章の第２節で私もちょっとお話しさせていただきますと、４７ページの高齢者

保健福祉計画のところで、地域包括ケアシステムの推進というところで、この辺の整合性が

東京都の計画としっかり定まっているのかなというところを確認していただきたかったの

と、厚生労働省では今、「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進」という言葉を使って

いるかと思うので、そのあたりも検討していただくと、これから始まる計画ですので、より

よろしいかなと感じたところでございます。 
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 以上でございます。 

【早田課長】  貴重な御意見ありがとうございます。確かに東京都としましても今各種計

画を策定しているところでございますので、その辺の東京都の体系図というのをこちらに

も入れたほうがいいのではないかという御意見でしたので、検討させていただきたいと思

います。 

【進藤（幸）会長】  その他、いかがでしょうか。 

 質問ではないんですけれども、地域包括ケアシステムというのは、このたび能登半島で大

きな震災がありましたけれども、災害時の対策とか、そういったことにも大きく関わってく

るかなと思っております。特に能登半島北部はいまだに電気も水も通っていないところが

あって、いわゆる要配慮者も大勢その環境の悪い避難所に避難していて、災害関連死もいま

だに発生していると聞いておりますし、そういったときに医療福祉介護を一体的に、説明に

ありますような地域包括ケアというのがしっかり取組ができていれば、対策ももう少し迅

速にとか、しっかりできるのではないかなと思っております。環境の悪いその避難所にいつ

までもいるのではなくて、１.５次避難所とか２次避難所というのは事前にいろいろ想定し

ておいて、迅速に稼働できるとか、地域包括ケアシステムも災害対策とか、そういったこと

とも関連づけて対策を立てていっていただけるとありがたいかなと思いました。 

 その他、御意見はいかがでしょうか。 

 そうしましたら、第２部の各論第３章、第４章に移りたいと思います。それでは、事務局、

御説明をお願いいたします。 

【多田副所長】  それでは、最後のパートの説明になります。第３章、第４章についてま

とめて御説明いたします。 

 ６３ページをお願いいたします。第１節、健康危機管理からになります。まず、現状にお

きまして、健康危機や感染症対策に係る会議体の経緯や、計画の策定状況について記載し、

課題につきましては、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて記載いたしました。 

６４ページの今後の取組といたしまして、会議や訓練の定期的な開催・実施と、市町村と保

健所の連携及び関係機関におけるＢＣＰの充実等について記載し、重点プランと指標はよ

り具体的な文言といたしました。 

【早田課長】  次に、感染症対策について御説明いたします。６５ページをお開きくださ

い。感染症の予防と発生時対応ということです。平常時から、感染症発生動向調査を基に、

関係機関との必要な情報共有や疫学調査を実施すること、公立３病院の感染管理チームと
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連携を図ること、西多摩の特徴の一つである養鶏場の多さから、鳥インフルエンザ対応に関

する事前の備えが重要であることなどを記載させていただきました。 

 続きまして、６６ページを御覧ください。結核になります。西多摩の特徴として、高齢者

及び海外の高蔓延国からの入国者等、ハイリスクグループの割合が高いことなどを記載い

たしました。早期発見のため、定期健康診断の受診や有症状時の早期受診、喀たん検査の着

実な実施などに触れさせていただいております。治療完了を目指し、個別性に応じた患者中

心のＤＯＴＳ支援の充実を図っていくため、ＤＯＴＳ実施率を指標に設定いたしました。 

 続きまして６８ページ、ＨＩＶ／エイズ、性感染症についてでございます。近年増加傾向

にある梅毒など、性感染症に関する普及啓発の重要性について触れさせていただいており

ます。ＨＩＶ感染者やエイズ患者の予後は治療により改善した一方で、患者の高齢化に伴う

新たな課題も出ていることを記載いたしました。 

 続きまして、第３章第３節、アレルギー疾患対策について御説明いたします。なお、事前

質問で山田委員より、現行プラン及び東京都保健医療計画（第７次改訂計画案）では「アレ

ルギー疾患対策」となっているが、本プラン素案では「アレルギー対策」となっているとの

御指摘をいただきまして、アレルギー疾患対策と修正させていただきます。 

 西多摩圏域の小中学生はアレルギー疾患の割合が都平均より若干高いことを追記いたし

ました。今後も関係機関が住民、消費者、利用者に情報提供やアレルギーに対応した食事の

対応、アナフィラキシーショックの対応ができるようにしていくといたしました。住民や関

係職員に対する講習会等は自治体や近隣の医療機関で実施しているため、保健所ではウェ

ブを活用し、普及啓発に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上になります。 

【清水課長】  アレルギーのところで、本日欠席の青梅市の増田委員から１点御意見がご

ざいました。スギ花粉による花粉症が多いとされる西多摩地域において、もう少し予防など

の周知も含めた対策を増やさないでよいのかという御意見でございまして、７２ページの

項番３に、花粉及び室内環境に起因するアレルギーという記載がございますが、平成２８年

度の花粉症患者実態調査（１０年ごとに実施）というのがございます。こちらの調査では、

都内の３地区、あきる野市と調布市と大田区を対象地区として、１０年に一度調査を実施し

て、推定有病率を出しております。４８.８％という、この数値は都内の推定有病率なんで

すが、３地区間のばらつきについては、前回の調査と同様、ほとんど見られないということ

でございました。ですので、花粉症が多いというのは西多摩地域だけではなくて、都民共通
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の懸案として捉えております。保健所では、計測した飛散花粉数をウェブサイト、東京都の

アレルギー情報ナビに掲載、公表するなどして、セルフケアのための情報発信を引き続き行

っていきたいと考えております。 

 以上、補足させていただきます。 

 続けて説明をさせていただきます。７５ページの、医薬品の安全確保を御覧ください。現

状は、医薬品等の品質安全性の確保と、薬物乱用防止対策について記載をさせていただいて

おります。次のページには、課題と取組として２点記載させていただいております。１点目

は、医薬品等の適正使用の推進でございます。医薬品を適正に使用することができるように、

薬局薬剤師や登録販売者が、正確で適切な情報提供を行うことが重要でございます。保健所

は講習会や監視指導の機会を活用して、薬剤師等の資質向上を図って、薬剤師会と連携して、

医薬品等の適切な情報提供を行える体制を構築していきたいと思っております。２点目は、

薬物乱用防止対策です。保健所は講習会の実施や啓発資材の貸出し等を行うとともに、各地

区の協議会と連携して薬物乱用防止活動を推進してまいります。重点プランにつきまして

は医薬品の適正使用の推進、指標に関しましては監視指導による情報提供の充実でござい

ます。 

 続きまして、７９ページを御覧ください。食品の安全確保でございます。現状のところで

食中毒のグラフがございますけれども、食中毒の発生状況につきましては、コロナ禍では外

食の機会が減ったせいもあって、食中毒の発生は減少傾向でございましたけれども、コロナ

禍が終了したと同時にまた発生が増加していることがございます。保健所としては、監視指

導計画に基づいて計画的な監視を実施して、食中毒の発生防止や、被害拡大防止に向けた適

切な指導・助言を行います。西多摩地域は観光地の旅館や、社会福祉施設等の集団給食施設

が多く、特に一度発生すると大規模化、重症化するおそれがあることから、監視指導を重点

的に実施していくことが重要になっております。食品の安全確保は事業者の責務であって、

食中毒等による健康被害の発生を未然に防止するためには、事業者がＨＡＣＣＰに沿った

衛生管理を導入、定着させることが重要となってきておりますので、保健所は事業者の支援

を行ってまいります。特に集団給食施設は、令和４年に発生したように患者数の増加につな

がりやすいことから、支援を強化していきます。また、消費者、事業者及び行政担当者が食

の安全に関する情報を共有することも重要でございます。保健所は、広報紙やホームページ、

講習会を活用して、食中毒発生防止を含む食の安全に関する最新情報を提供して、事業者や

消費者とのリスクコミュニケーションを推進してまいります。重点プランにつきましては、
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ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入・定着の推進、指標は、集団給食施設に対する導入・定

着支援の推進となっております。 

 続きまして、８１ページでございます。生活衛生対策を御覧ください。多くの住民が利用

します理美容所、クリーニング店、公衆浴場、旅館、興行場やプール、特定建築物などの施

設は、営業方法や施設の管理の良否によって、施設利用者の保健衛生上の影響が大きく、衛

生確保が求められております。こちらの記載に関しましては現行プランとほぼ同様となっ

ております。指標に関しましては、現行プランは公衆浴場におけるレジオネラ症予防対策の

充実としていたところでございますけれども、新プランにおいてはこちらのところを推進・

継続という文言に一部訂正してございます。 

 以上でございます。 

【多田副所長】  続きまして、８５ページをお願いいたします。災害時の保健医療対策に

ついてです。冒頭に現在の西多摩圏域における災害医療体制を記載いたしまして、次の２、

保健活動体制の項目において、地域の課題を３点挙げております。８６ページの３、避難行

動要支援者・要配慮者対策では、市町村における要支援者や要配慮者の名簿及び個別支援計

画の策定と、過去に保健所が作成したガイドラインについて記載し、課題と今後の取組にお

いて、保健所、市町村関係機関の役割等についてまとめました。重点プランにつきましては

文言整理を行いましたが、指標については現行プランと変更しておりません。 

 最後になります第４章、地域保健医療福祉における人材育成。８９ページになります。人

材育成につきましては、まず西多摩圏域の市町村や、各種団体における研修や講習の開催状

況等を記載しまして、次に、保健所による研修等への取組及び専門職の職種別の人材育成の

予定等を記載いたしました。なお、重点プランについては文言整理を行いましたが、指標に

ついては現行プランと変更ありません。 

 以上で、素案の説明を終わります。 

【進藤（幸）会長】  ありがとうございました。それでは、範囲も長くなりますが、３章、

４章について御質問、御意見等はいかがでしょうか。 

 健康危機管理、新興・再興感染症対策、結核、エイズ、アレルギー対策、医薬品の安全保

障、食品の安全確保、生活衛生対策、災害時の保健医療対策、地域保健医療福祉における人

材育成ということですけれども、それぞれのお立場で気になったところ等、いかがでしょう

か。 

 麻沼先生、お願いします。 
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【麻沼副会長】  ９０ページの今後の取組で、歯科医師及び歯科衛生士の項目で、摂食嚥

下などの研修をするということで、多職種の連携型で実施しますということなんですけれ

ども、具体的にはどんなような感じで考えていますか。教えてください。 

【多田副所長】  既に今年度も実施している事業になりますけれども、例えばシンポジウ

ム等で障害者施設の担当の方などいろいろな職種の方に来ていただいて、一緒に課題につ

いて検討するというような取組を始めております。 

【麻沼副会長】  分かりました。会としてもできるだけ参加したいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

【進藤（幸）会長】  その他、いかがでしょうか。 

【渋谷委員】  渋谷と申します。私は障害者関係の仕事をしておりますので、１つ確認と

いうか教えていただきたいんですけれども、避難行動要支援者あるいは要配慮者対策とい

うところで、私のところも休みの日になると、何かあった場合誰が対応するかというのは決

めているんですけれども、今回能登の地震で避難所が相当ダメージを受けて、１次避難、２

次避難というところまでいって、そのときに障害者の方は、特に通常に接している方が変わ

ったときにやっぱり不安定になって、非常にそのあたりが能登では大変だったというふう

な話は聞いているんですけれども、規模にもよるので一概にいろいろな決め事は難しいか

なと思うんですけれども、そういう１次避難、２次避難というところまで踏み込んだ内容に

なるんでしょうか。 

【多田副所長】  避難所の設営の仕方は、今回の石川県はあのような形で、災害によって

いろいろな設定の仕方があると思います。まず地元の自治体が中心となってというところ

ですが、要支援者、高齢者とか障害者、特に配慮が必要な方について、福祉避難所があって

も、なかなか機能するのが難しいなどいろいろ課題がある中で、今後どういう形で災害の状

況に応じて避難所等を設定していくのか、またそこへの誘導等をどのように、どういったマ

ンパワーでやっていくのかなどは、地域の中でそれぞれ考えていかなければいけない課題

と認識しております。すみません、お答えになっているか分からないんですけれども。 

【渋谷委員】  ありがとうございます。 

【瀬谷委員】  このプランに入るかどうか分からないんですけれども、最後の人材育成の

ところなんですけれども、こども家庭センターとか児童発達センターがこれから出来上が

ってきてスキルアップしなくちゃいけないという中で、心理士にも活躍していただかなき

ゃいけないと思うんです。そういった中では心理士の人材育成とか、そういったようなもの
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も考えていただけると大変ありがたいなと思います。 

【多田副所長】  来年度、市町村連携課が新設され、市町村、関係機関の方に向けていろ

いろな研修等を組んでいく中で、市町村でもいろいろな職種の方、相談業務に携わる方もい

らっしゃいますので、心理士やケースワーカーの方も含めて、いろいろな研修に参加してい

ただけるよう今後考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【進藤（幸）会長】  小澤委員、お願いします。 

【小澤委員】  日の出町の小澤と申します。先ほど渋谷委員がおっしゃっていました８６

ページの避難行動要支援者のことについてちょっと触れさせていただきたいと思います。

こちらに記載のとおり、こちらは市町村のほうで対応するべきものということになってお

りますので、ちょっと私のほうで簡単に説明をさせていただければと思います。あらかじめ

各自治体のほうで、例えば老々世帯の方ですとか、要介護３以上の方ですとか、また障害何

級の方ですとか、そういった方をリスト化しまして、そういった方々にあらかじめ登録をい

ただくんです。これに関しては基本的に在宅でお住まいの方を指しておりまして、先ほど副

所長もおっしゃっていましたけれども、福祉避難所とか各特養とか、そういった施設の方は、

施設の中でＢＣＰに沿って対応していただくということが基本になろうかと思いますので、

そのあたりの、あらかじめ自治体または地域で名簿を作って把握していくと、消防署ですと

か警察署ですとか、または地域の自治会長等にお配りして、そういった方がいますよという

ことで登録しておくたたき台のお話かと思います。それに沿って個別計画とかを策定して

いくという流れになろうかと思いますので、ちょっと御説明をさせていただきました。 

 以上でございます。 

【進藤（幸）会長】  その他の質問、御意見等はいかがでしょうか。 

【福島委員】  瑞穂の福島です。感染症対策のところなんですけれども、確かに国と市町

村の事業なんですけれども、ワクチン接種のことがあまり書かれていなくて、麻疹・風疹の

接種率のことだけなんです。やっぱりコロナのときもワクチンはすごく大きなテーマにな

っていましたので、ちょっと触れていただいたほうが、すみません、うまい文言が見つから

ないんですけれども、ぜひその辺のところを御検討ください。お願いします。 

【早田課長】  御意見をどうもありがとうございます。その辺につきましては検討させて

いただきたいと思っております。 

【進藤（幸）会長】  コロナ禍でだいぶ保健所と医師会も協力していろいろなことをやっ

てまいりましたけれども、様々な取組をして、うまくいったことから反省すべきこと等あっ
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たと思うんですけれども、よく読み込んではおりませんけれども、様々もっとこうしたほう

がよかったなというようなことがたくさんあったかと思いますので、そういったことをま

た思い返してみて、ありましたら付け加えていただきたいと思います。 

 あと、災害対策に関しましては、やはり今の能登半島の震災を教訓にというか、非常に地

形的にもよく似ていると思います。能登半島は南北に長くて、先端が孤立してしまっている。

西多摩地域も見てみますと、それを横倒しにしたような東西に長い地形で、西側の奥多摩日

原方面は孤立してしまう可能性が非常に高いと。縦を横にしたような形で非常に状況もよ

く似ていると思いますので、参考にできる点もたくさんあるのではないかなと思っていま

す。東京都医師会ＪＭＡＴとかも今継続的に支援に行っていますけれども、もともとＢＣＰ

が作成されていますけれども、発災した当時にＢＣＰどおりいったかというとほとんどう

まくいってないというような意見もいただいております。ですから、事前に作成してあるＢ

ＣＰも、今の能登半島の震災等を参考にしながら少し修正を加えていったほうがいいのか

もしれないと思っております。 

 その他、全体を通じてでも結構ですので、何か思いついたこと、言っておいたほうがいい

こと等、もしありましたらお願いいたします。 

【森山委員】  国立保健医療科学院の森山と申します。全般的に、今お話にあったように、

こちらの西多摩地域が高齢化が進んでいるとか、東京都とはまたちょっと状況の違うこと

がたくさんあるのかなと推察しております。ですので、全般的に、いろいろな背景のところ

に書いてある数値が、東京都の数値はこうであるということからこの計画を立てたといっ

たような書きぶりも見受けるところがあったんですけれども、なるべくもう少し西多摩の

現状を拾ってこられるような数値であったり、現状であったりというのから拾ってこられ

るものがあるといいのかなと拝見いたしました。 

 もう一つ、指標のほうも、○○の充実といったようなところも多く記載があるかと思うん

ですけれども、その充実を図ったことで、５年後でしょうか、これをやっていった上で住民

の皆さんの最終的な目標のところがどう変わっていったのかというようなところも今後見

られるように、今の時点から、この何々の充実を図ったことでこういったことの目標があっ

て、そこはこういう指標で計れるといったようなところも加えて、一緒に計画を立てていけ

るといいのかなとお見受けしました。 

 以上です。 

【多田副所長】  どうもありがとうございます。前段の西多摩圏域の特性の部分について
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は、もう少し活用できるデータ等も精査して、内容を検討していきたいと思います。 

 また、後段の各事業の指標の部分ですけれども、こちらについては、なるべく数値化した

りとか、アウトカムの部分での指標を設定するべきという御指摘は前からいただいている

ところですが、このプランの性格として、なるべく限られた指標で進捗管理をしなければな

らなかったり、各取組が保健所だけではなくて医師会、市町村も含めて、いろいろな実施主

体がある中で、その年度での取組が次の年にダイレクトに反映できるものを指標としてい

るところもあります。ただ、一方で、委員の御指摘どおり、それをやってきた結果、どのよ

うな成果があったか見られるようにするという観点から、ダイレクトな指標としては難し

くても、例えば脳卒中の事業であれば、年齢調整死亡率の推移を参考データでお示ししてい

くなどの工夫をしながら内容を詰めていきたいと思います。 

【進藤（幸）会長】  ありがとうございます。確かに西多摩は東京都の中でも非常に特殊

な地域というか、医師会も東京都全体で物を言われることが多くて、西多摩は違うというよ

うなことが非常に多いんですけれども、東京都全体で言えば人口は増加傾向にありますけ

れども、多摩地域は減少傾向にありますし、医療に関しては全く環境が違うということもあ

りますので、西多摩の特性というか、そういったことを踏まえて考えていくというのは非常

に大切かなと思います。 

 その他、御意見等はいかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、少々早いですけれども、皆様の御協力のおかげで大変スムーズに

議事を進めることができましたので、改めて御礼申し上げます。 

 それでは、事務局にマイクをお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【多田副所長】  進藤幸雄会長、ありがとうございました。委員の皆様も長時間にわたり、

会議の進行に御協力いただき、ありがとうございました。 

 今後の予定になりますが、新プランにつきましては、説明の冒頭でお話ししたとおり、本

日いただいた委員の皆様の御意見も踏まえまして、また、市町村から現在コラムもお寄せい

ただいているところですので、そういうものも合わせまして、年度内に原案を作成したいと

考えております。これにつきましては、最終的には今年７月頃に予定しております協議会で

原稿案を御確認いただいて、８月のパブリックコメントを経て公表する予定としておりま

す。また、現行プランの最終評価につきましては、２月に開催された３つの部会で御意見を

いただき、現在修正等の作業を進めております。こちらも７月頃に開催予定の協議会で御確

認いただきたいと考えております。 
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 それでは、以上をもちまして、令和５年度第２回西多摩地域保健医療協議会を終了いたし

ます。本日はお忙しい中御出席いただき、誠にありがとうございました。 

 

閉会：午後２時４８分 


